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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　リン脂質と油性成分と界面活性剤とを含有すると共に食品又は化粧品に用いられるエマ
ルション組成物において、前記界面活性剤の含有量が、前記油性成分の含有量に対して０
．５倍量を超え２倍量以下であり、且つ、前記リン脂質の含有量に対して５倍量を超える
ものであって、エマルション組成物に対して２～１５質量％であり、更に、エマルション
組成物に対して３０～５０質量％の含有量の多価アルコールを含有することを特徴とする
食品又は化粧品に用いられるエマルション組成物。
【請求項２】
　前記界面活性剤の含有量が、前記リン脂質の含有量に対して５倍量を超え５０倍量以下
であることを特徴とする請求項１に記載のエマルション組成物。
【請求項３】
　前記油性成分がカロチノイド類を含有することを特徴とする請求項１又は２に記載のエ
マルション組成物。
【請求項４】
　前記カロチノイド類がアスタキサンチン類であることを特徴とする請求項３に記載のエ
マルション組成物。
【請求項５】
　前記界面活性剤がＨＬＢ１０以上の非イオン性界面活性剤であることを特徴とする請求
項１～４のいずれか１項に記載のエマルション組成物。
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【請求項６】
　前記界面活性剤がショ糖脂肪酸エステル、ポリグリセリン脂肪酸エステル、ソルビタン
脂肪酸エステル、及びポリオキシエチレンソルビタン脂肪酸エステルから選択される１種
以上であることを特徴とする請求項１～５のいずれか１項に記載のエマルション組成物。
【請求項７】
　前記油性成分の含有量が組成物の全質量に対して０．１～５０質量％であり、かつリン
脂質の含有量が組成物の全質量に対して０．１～１０質量％であることを特徴とする請求
項１～６のいずれか１項に記載のエマルション組成物。
【請求項８】
　前記多価アルコールがグリセリンであることを特徴とする請求項１～７のいずれか１項
に記載のエマルション組成物。
【請求項９】
　前記油性成分が脂溶性のラジカル捕捉剤を含有することを特徴とする請求項１～８のい
ずれか１項に記載のエマルション組成物。
【請求項１０】
　前記ラジカル捕捉剤がビタミンＥ類を含むことを特徴とする請求項９に記載のエマルシ
ョン組成物。
【請求項１１】
　前記ラジカル捕捉剤がトコフェロール及びその酢酸エステル誘導体からなる群より選択
された少なくとも１種を含むことを特徴とする請求項９に記載のエマルション組成物。
【請求項１２】
　前記ラジカル捕捉剤がトコトリエノール及びその酢酸エステル誘導体からなる群より選
択された少なくとも１種を含むことを特徴とする請求項９に記載のエマルション組成物。
【請求項１３】
　前記エマルションの粒子径が２００ｎｍ以下であることを特徴とする請求項１～１２の
いずれか１項に記載のエマルション組成物。
【請求項１４】
請求項１～１３のいずれか１項に記載のエマルション組成物を含有してなる食品。
【請求項１５】
請求項１～１３のいずれか１項に記載のエマルション組成物を含有してなる化粧品
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、エマルション組成物、それを含む食品及び化粧品に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来から、水性飲料、水性食品ならびに水性化粧品に油性成分を添加することは行われ
てきた。しかし、油性成分は水に対して不溶性または難溶性のため、乳化等の手段を用い
て、油性成分をいわゆるエマルションとして水性媒体中に分散することが一般的であった
。エマルションは、その粒径に依存して光を散乱するため、粒子径が大きい場合は、エマ
ルションおよびそれを添加した食品や化粧品に濁りを生じ、外観上好ましくない場合が有
り、光散乱が非常に小さくなるまでエマルションの粒径を微細化する事が望まれていた。
【０００３】
　また、エマルションは一般に準安定状態であり、保存中に粒径が大きくなったり、また
長期保存をすると水相と油相が分離したりすることも大きな問題であった。飲料における
油滴凝集物の器壁付着やネックリングは、こうしたエマルション中の油滴分離現象の一つ
である。
【０００４】
　上記の透明性及び経時安定性の改善について、レシチンのごとき両親媒性物質と界面活
性剤とを水中で均一に分散させた後に乳化する方法が開示されている（例えば、特許文献
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１参照）。
【０００５】
　また、上記の透明性及び経時安定性の改善について、４５℃以下で固体の糖エステル又
はエーテルである界面活性剤、分子量４００を超える少なくとも一の油を用い、界面活性
剤の量に対する油相の量の重量比が２～１０の範囲にあるナノエマルションが開示されて
いる（例えば、特許文献２参照）。
　また、レシチンと脂質との比率及びその濃度、並びに含有するポリオール溶液の濃度が
規定されたエマルション様水溶性濃縮物が開示されている（例えば、特許文献３参照）。
【０００６】
　しかしながら、上記特許文献の技術でも、エマルション組成物の乳化粒子の粒子径及び
乳化安定性については十分満足するものではなかった。
【０００７】
【特許文献１】特開平２－７８４３２号公報
【特許文献２】特開２０００－１７８１３０号公報
【特許文献３】特表２００６－５１３１７２号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００８】
　本発明は、乳化粒子の粒子径が小さく、乳化安定性に優れた、エマルション組成物を提
供することを目的とする。
　更に本発明は、乳化粒子の粒子径が小さく、乳化安定性に優れた前記エマルション組成
物を含む食品及び化粧品を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　前記実情に鑑み本発明者らは、鋭意研究を行ったところ、上記課題を解決しうることを
見出し、本発明を完成した。
　即ち、本発明は下記の手段により達成されるものである。
【００１０】
＜１＞リン脂質と油性成分と界面活性剤とを含有すると共に食品又は化粧品に用いられる
エマルション組成物において、前記界面活性剤の含有量が、前記油性成分の含有量に対し
て０．５倍量を超え２倍量以下であり、且つ、前記リン脂質の含有量に対して５倍量を超
えるものであって、エマルション組成物に対して２～１５質量％であり、更に、エマルシ
ョン組成物に対して３０～５０質量％の含有量の多価アルコールを含有することを特徴と
する食品又は化粧品に用いられるエマルション組成物。
【００１１】
＜２＞前記界面活性剤の含有量が、前記リン脂質の含有量に対して５倍量を超え５０倍量
以下であることを特徴とする上記＜１＞に記載のエマルション組成物。
＜３＞前記油性成分としてカロチノイド類を含有することを特徴とする上記＜１＞又は＜
２＞に記載のエマルション組成物。
【００１２】
＜４＞前記カロチノイド類がアスタキサンチン類であることを特徴とする上記＜３＞に記
載のエマルション組成物。
＜５＞前記界面活性剤がＨＬＢ１０以上の非イオン性界面活性剤であることを特徴とする
上記＜１＞～＜４＞のいずれか１項に記載のエマルション組成物。
【００１３】
＜６＞前記界面活性剤がショ糖脂肪酸エステル、ポリグリセリン脂肪酸エステル、ソルビ
タン脂肪酸エステル、及びポリオキシエチレンソルビタン脂肪酸エステルから選択される
１種以上であることを特徴とする上記＜１＞～＜５＞のいずれか１項に記載のエマルショ
ン組成物。
＜７＞前記油性成分の含有量が組成物の全質量に対して０．１～５０質量％であり、かつ
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リン脂質の含有量が組成物の全質量に対して０．１～１０質量％であることを特徴とする
上記＜１＞～＜６＞のいずれか１項に記載のエマルション組成物。
【００１４】
＜８＞前記多価アルコールがグリセリンであることを特徴とする上記＜１＞～＜７＞のい
ずれか１項に記載のエマルション組成物。
【００１５】
＜９＞前記油性成分が脂溶性のラジカル捕捉剤を含有することを特徴とする上記＜１＞～
＜８＞のいずれか１項に記載のエマルション組成物。
【００１６】
＜１０＞前記ラジカル捕捉剤がビタミンＥ類を含むことを特徴とする上記＜９＞に記載の
エマルション組成物。
＜１１＞前記ラジカル捕捉剤がトコフェロール及びその酢酸エステル誘導体からなる群よ
り選択された少なくとも１種を含むことを特徴とする上記＜９＞に記載のエマルション組
成物。
＜１２＞前記ラジカル捕捉剤がトコトリエノール及びその酢酸エステル誘導体からなる群
より選択された少なくとも１種を含むことを特徴とする上記＜９＞に記載のエマルション
組成物。
＜１３＞前記エマルションの粒子径が２００ｎｍ以下であることを特徴とする上記＜１＞
～＜１２＞のいずれか１項に記載のエマルション組成物。
【００１７】
＜１４＞上記＜１＞～＜１３＞のいずれか１項に記載のエマルション組成物を含有してな
る食品。
＜１５＞　上記＜１＞～＜１３＞のいずれか１項に記載のエマルション組成物を含有して
なる化粧品。
【発明の効果】
【００１８】
　本発明によれば、乳化粒子の粒子径が小さく、乳化安定性に優れたエマルション組成物
と、これを含む食品及び化粧品を提供することができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１９】
　本発明のエマルション組成物は、リン脂質と油性成分と界面活性剤とを含有するエマル
ション組成物において、前記界面活性剤の含有量が前記油性成分の含有量に対して０．５
倍量を超え、且つ、前記リン脂質の含有量に対して５倍量を超えることを特徴とする。
　このようにエマルション組成物における界面活性剤の量を、油性成分の含有量及びリン
脂質の含有量に基づく上記の範囲に調整することによって、乳化粒子の粒子径を小さくす
ると共に乳化安定性を良好なものにすることができる。
　更に好ましくは、前記界面活性剤の含有量が、前記油性成分の含有量に対して０．５倍
量を超え２倍量以下であり、且つ、前記リン脂質の含有量に対して５倍量を超え５０倍量
以下であることが乳化粒子の粒子径をより小さく、乳化安定性により優れる点で好ましい
。
　本発明のエマルション組成物は水中油型のエマルションであり、油相及び水相に含まれ
る各構成成分について以下に、説明する。
【００２０】
［リン脂質］
　本発明のエマルション組成物が含有するリン脂質とは、複合脂質の内、脂肪酸、アルコ
ール、燐酸、窒素化合物からなるエステルで、リン酸エステルおよび脂肪酸エステルを有
する一群であり、グリセロリン脂質、スフィンゴリン脂質をいう。以下、詳細に説明する
。
【００２１】
　本発明で用いることができるリン脂質であるグリセロリン脂質としては、例えば、ホス
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ファチジン酸、ビスホスアチジン酸、レシチン（ホスファチジルコリン）、ホスファチジ
ルエタノールアミン、ホスファチジルメチルエタノールアミン、ホスファチジルセリン、
ホスファチジルイノシトール、ホスファチジルグリセリン、ジホスファチジルグリセリン
（カルジオリピン）等が挙げられ、これらを含む大豆、トウモロコシ、落花生、ナタネ、
麦等の植物由来のものや、卵黄、牛等の動物由来のもの及び大腸菌等の微生物等由来の各
種レシチンを挙げることができる。
　本発明で用いることができるリン脂質であるスフィンゴリン脂質としては、例えば、ス
フィンゴミエリン等を挙げることができる。
【００２２】
　また、本発明においては、グリセロリン脂質として、酵素分解したグリセロリン脂質を
使用することができる。
　例えば、前記レシチンを酵素分解したリゾレシチン（酵素分解レシチン）は、グリセロ
リン脂質の１位または２位に結合した脂肪酸（アシル基）のいずれか一方が失われたもの
である。脂肪酸基を１本にすることにより、レシチンの親水性を改善し、水に対する乳化
性、分散性を向上させることができる。
　リゾレシチンは、酸、又はアルカリ触媒によるレシチンの加水分解により得られるが、
ホスホリパーゼＡ１、又はＡ２を用いたレシチンの加水分解により得ることもできる。
　このようなリゾレシチンに代表されるリゾ化合物を化合物名で示すと、リゾホスファチ
ジン酸、リゾホスファチジルグリセリン、リゾホスファチジルイノシトール、リゾホスフ
ァチジルエタノールアミン、リゾホスファチジルメチルエタノールアミン、リゾホスファ
チジルコリン（リゾレシチン）、リゾホスファチジルセリン等が挙げられる。
【００２３】
　また更に、上記のレシチンに代表されるグリセロリン脂質は、水素添加、又はヒドロキ
シル化されたものも、本発明において用いることができる。
　前記水素添加は、例えば、レシチンを触媒の存在下に水素と反応させることにより行わ
れ、脂肪酸部分の不飽和結合が水素添加される。水素添加により、レシチンの酸化安定性
が向上する。
　また、前記ヒドロキシル化は、レシチンを高濃度の過酸化水素と酢酸、酒石酸、酪酸な
どの有機酸と共に加熱することにより、脂肪酸部分の不飽和結合が、ヒドロキシル化され
る。ヒドロキシル化により、レシチンの親水性が改良される。
　これらの水素添加、ヒドロキシル化されたレシチンは、化粧品用途への応用が特に好ま
しい。
【００２４】
　上記の中でも、乳化安定性の点で、グリセロリン脂質であるレシチン、リゾレシチン、
が好ましく、更に、レシチンが好ましい。
【００２５】
　前記レシチンは、分子内に親水基と疎水基を有していることから、従来より、食品、医
薬品、化粧品分野で、広く乳化剤として使用されている。
【００２６】
　前記レシチンの純度６０質量％以上のものが産業的にはレシチンとして利用されている
が、本発明においては、一般に「高純度レシチン」と称されるレシチン純度８０質量％以
上のものが好ましく、より好ましくは９０質量％以上のものである。
　このレシチン純度（質量％）は、レシチンがトルエンに溶解しやすくアセトンに溶解し
ない性質を利用して、トルエン不溶物とアセトン可溶物の重量を差し引くことにより求め
られる。
　高純度レシチンは、リゾレシチンに比べて親油性が高く、そのためレシチンと油性成分
との相溶性が高くなり、乳化安定性を向上させていると考えられる。
【００２７】
　本発明で用いるリン脂質は、単独又は複数種の混合物の形態で用いることが出来る。
【００２８】
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　本発明のエマルション組成物において、リン脂質の含有量は組成物全体の０．１～１０
質量％であることが好ましく、より好ましくは０．２～５質量％、更に好ましくは０．５
～２質量％である。
　前記リン脂質の含有量を０．１質量％以上とすることにより、エマルション組成物の乳
化安定性が良好となる傾向がある。また、前記含有量を１０質量％以下とすることにより
、過剰なリン脂質が油性成分から離れて水中にリン脂質分散体を形成することなく、エマ
ルション組成物の乳化安定性の点から好ましい。
【００２９】
［油性成分］
　次に、本発明のエマルション組成物に使用される、油性成分について説明する。
　本発明で使用することの出来る油性成分としては、水性媒体に溶解せず、油性媒体に溶
解する成分であれば、特に限定は無いが、カロチノイド類、トコフェロール等の油溶性ビ
タミンを含むラジカル捕捉剤、またココナッツ油等の油脂類が好ましく用いられる。
【００３０】
（カロチノイド類）
　前記油性成分としては、天然色素を含むカロチノイド類を好ましく用いることができる
。
　本発明のエマルション組成物におけるカロチノイド類は、黄色から赤のテルペノイド類
の色素であり、植物類、藻類、及びバクテリアのものを含む。
　また、天然由来のものに限定されず、常法に従って得られるものであればいずれのもの
も、本発明におけるカロチノイドに含まれる。例えば、後述のカロチノイド類のカロチン
類の多くは合成によっても製造されており、市販のβ－カロチンの多くは合成により製造
されている。
【００３１】
　カロチノイド類としては、炭化水素類（カロチン類）及びそれらの酸化アルコール誘導
体類（キサントフィル類）が挙げられる。
　カロチノイド類としては、アクチニオエリスロール、アスタキサンチン、ビキシン、カ
ンタキサンチン、カプサンチン、カプソルビン、β－８’－アポ－カロテナール（アポカ
ロテナール）、β－１２’－アポ－カロテナール、α－カロチン、β－カロチン、”カロ
チン”（α－及びβ－カロチン類の混合物）、γ－カロチン、β－クリプトキサンチン、
ルテイン、リコピン、ビオレリトリン、ゼアキサンチン、及びそれらのうちヒドロキシル
又はカルボキシルを含有するもののエステル類が挙げられる。
【００３２】
　カロチノイド類の多くは、シス及びトランス異性体の形で天然に存在するが、合成物は
しばしばラセミ混合物である。
　カロチノイド類は一般に植物素材から抽出することができる。これらのカロチノイド類
は種々の機能を有しており、例えば、マリーゴールドの花弁から抽出するルテインは家禽
の餌の原料として広く使用され、家禽の皮フ及び脂肪並びに家禽が産む卵に色を付ける機
能がある。
【００３３】
　本発明において、特に好ましく用いられるカロチノイド類としては、酸化防止効果、抗
炎症効果、皮膚老化防止効果、美白効果などを有し、黄色から赤色の範囲の着色料として
知られるアスタキサンチン及び／又はアスタキサンキチンのエステル等の誘導体（以下、
「アスタキサンチン類」と総称する。）である。
【００３４】
　アスタキサンチンは、４７６ｎｍ（エタノール）、４６８ｎｍ（ヘキサン）に吸収極大
を持つ赤色の色素でカロチノイドの一種キサントフィルに属している（Ｄａｖｉｅｓ，　
Ｂ．Ｈ．　：　Ｉｎ　“Ｃｈｅｍｉｓｔｒｙ　ａｎｄ　Ｂｉｏｃｈｅｍｉｓｔｒｙ　ｏｆ
　Ｐｌａｎｔ　Ｐｉｇｍｅｎｔｓ”，　Ｔ．　Ｗ．　Ｇｏｏｄｗｉｎ　ｅｄ．，　２ｎｄ
　ｅｄ．，　３８－１６５，　Ａｃａｄｅｍｉｃ　Ｐｒｅｓｓ，　ＮＹ，　１９７６．）
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。アスタキサンチンの化学構造は３，３’－ｄｉｈｙｄｒｏｘｙ－β，β－ｃａｒｏｔｅ
ｎｅ－４，４’－ｄｉｏｎｅ　（Ｃ４０Ｈ５２０４、分子量５９６．８２）である。
【００３５】
　アスタキサンチンは、分子の両端に存在する環構造の３（３’）－位の水酸基の立体配
置により、３Ｓ，３Ｓ’－体、３Ｓ，３Ｒ’－体（ｍｅｓｏ－体）、３Ｒ，３Ｒ’－体の
三種の異性体が存在する。また、さらに分子中央の共役二重結合のｃｉｓ－、ｔｒａｎｓ
－の異性体も存在する。例えば全ｃｉｓ－、９－ｃｉｓ体と１３－ｃｉｓ体などの如くで
ある。
【００３６】
　前記３（３’）－位の水酸基は脂肪酸とエステルを形成することができる。オキアミか
ら得られるアスタキサンチンは、脂肪酸二個結合したジエステル（Ｙａｍａｇｕｃｈｉ，
Ｋ．，　Ｍｉｋｉ，Ｗ．，　Ｔｏｒｉｕ，　Ｎ．，　Ｋｏｎｄｏ，Ｙ．，　Ｍｕｒａｋａ
ｍｉ，Ｍ．，　Ｋｏｎｏｓｕ，Ｓ．，　Ｓａｔａｋｅ，Ｍ．，　Ｆｕｊｉｔａ，Ｔ．　：
　Ｔｈｅ　ｃｏｍｐｏｓｉｔｉｏｎ　ｏｆ　ｃａｒｏｔｅｎｏｉｄ　ｐｉｇｍｅｎｔｓ　
ｉｎ　ｔｈｅ　ａｎｔａｒｃｔｉｃ　ｋｒｉｌｌ　Ｅｕｐｈａｕｓｉａ　ｓｕｐｅｒｂａ
，　Ｂｕｌｌ．　Ｊａｐ．　Ｓｏｓ．　Ｓｃｉ．　Ｆｉｓｈ．，　１９８３，　４９，　
ｐ．１４１１－１４１５．）、Ｈ．　ｐｌｕｖｉａｌｉｓから得られるものは３Ｓ，３Ｓ
’－体で、脂肪酸一個結合したモノエステル体が多く含まれている（Ｒｅｎｓｔｒｏｍ，
　Ｂ．，　Ｌｉａａｅｎ－Ｊｅｎｓｅｎ，　Ｓ．　：　Ｆａｔｔｙ　ａｃｉｄｓ　ｏｆ　
ｓｏｍｅ　ｅｓｔｅｒｉｆｉｅｄ　ｃａｒｏｔｅｎｏｌｓ，　Ｃｏｍｐ．　Ｂｉｏｃｈｅ
ｍ．　Ｐｈｙｓｉｏｌ．　Ｂ，　Ｃｏｍｐ．　Ｂｉｏｃｈｅｍ．，　１９８１，　６９，
　ｐ．６２５－６２７．）。
【００３７】
　また、Ｐｈａｆｆｉａ　Ｒｈｏｄｏｚｙｍａより得られるアスタキサンチンは、３Ｒ，
３Ｒ’－体（Ａｎｄｒｅｗｅｓ，　Ａ．Ｇ．，　Ｓｔａｒｒ，　Ｍ．Ｐ．　：　（３Ｒ，
３’Ｒ）－Ａｓｔｔａｘａｎｔｈｉｎ　ｆｒｏｍ　ｔｈｅ　ｙｅａｓｔ　Ｐｈａｆｆａ　
ｒｈｏｄｏｚｙｍａ，　Ｐｈｙｔｏｃｈｅｍ．，　１９７６，　１５，　ｐ．１００９－
１０１１．）であり、通常天然に見出される３Ｓ，３Ｓ’－体と反対の構造を持っている
。また、これは脂肪酸とエステル形成していないフリー体で存在している（Ａｎｄｒｅｗ
ｅｓ，　Ａ．Ｇ．，　Ｐｈａｆｆｉａ，　Ｈ．Ｊ．，　Ｓｔａｒｒ，　Ｍ．Ｐ．　：　Ｃ
ａｒｏｔｅｎｉｄｓ　ｏｆ　Ｐｈａｆｆｉａ　ｒｈｏｄｏｚｙｍａ，　ａ　ｒｅｄ　ｐｉ
ｇｍｅｎｔｅｄ　ｆｅｒｍｅｎｔｉｎｇ　ｙｅａｓｔ，　Ｐｈｙｔｏｃｈｅｍ．，　１９
７６，　１５，　ｐ．１００３－１００７．）。
【００３８】
　アスタキサンチンおよび同エステル体はＲ．　Ｋｕｈｎらによってロブスター（Ａｓｔ
ａｃｕｓ　ｇａｍｍａｒｕｓ　Ｌ．）から初めて分離され、その推定構造が開示された（
Ｋｕｈｎ，　Ｒ．，　Ｓｏｅｒｅｎｓｅｎ，　Ｎ．Ａ．　：　Ｔｈｅ　ｃｏｌｏｒｉｎｇ
　ｍａｔｔｅｒｓ　ｏｆ　ｔｈｅ　ｌｏｂｓｔｅｒ　（Ａｓｔａｃｕｓ　ｇａｍｍａｒｕ
ｓ　Ｌ．），　Ｚ．　Ａｎｇｅｗ．　Ｃｈｅｍ．，１９３８，　５１，　ｐ．４６５－４
６６．）。それ以来、アスタキサンチンが自然界に広く分布し、通常アスタキサンチン脂
肪酸エステル体として存在すること、甲殻類などでたんぱく質と結合したアスタキサンチ
ン蛋白（オボルビン、クラスタシアニン）としても存在することが明らかにされている（
Ｃｈｅｅｓｍａｎ，　Ｄ．Ｆ．　：　Ｏｖｏｒｕｂｉｎ，　ａ　ｃｈｒｏｍｏｐｒｏｔｅ
ｉｎ　ｆｒｏｍ　ｔｈｅ　ｅｇｇｓ　ｏｆ　ｔｈｅ　ｇａｓｔｒｏｐｏｄ　ｍｏｌｌｕｓ
ｃ　Ｐｏｍａｃｅａ　ｃａｎａｌｉｃｕｌａｔａ，　Ｐｒｏｃ．　Ｒｏｙ．　Ｓｏｃ．　
Ｂ，　１９５８，　１４９，　ｐ．５７１－５８７．）。
【００３９】
　前記アスタキサンチン及び／又はそのエステル（アスタキサンチン類）は、アスタキサ
ンチン及び／又はそのエステルを含有する天然物から分離・抽出したアスタキサンチン含
有オイルとして、本発明のエマルション組成物に含まれていてもよい。このようなアスタ
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キサンチン含有オイルとして、例えば、赤色酵母ファフィア、緑藻ヘマトコッカス、海洋
性細菌等を培養し、その培養物からの抽出物、南極オキアミ等からの抽出物を挙げること
ができる。
　ヘマトコッカス藻抽出物（ヘマトコッカス藻由来色素）は、オキアミ由来の色素や、合
成されたアスタキサンチンとはエステルの種類、及び、その含有率の点で異なることが知
られている。
【００４０】
　本発明において用いることができるアスタキサンチン類は、前記抽出物、また更にこの
抽出物を必要に応じて適宜精製したものでもよく、また合成品であってもよい。
　前記アスタキサンチン類としては、ヘマトコッカス藻から抽出されたもの（ヘマトコッ
カス藻抽出物ともいう。）が、品質、生産性の点から特に好ましい。
【００４１】
　本発明に使用できるヘマトコッカス藻抽出物の由来としては、具体的には、ヘマトコッ
カス・プルビアリス（Ｈａｅｍａｔｏｃｏｃｃｕｓ　ｐｌｕｖｉａｌｉｓ）、ヘマトコッ
カス・ラキュストリス（Ｈａｅｍａｔｏｃｏｃｃｕｓ　ｌａｃｕｓｔｒｉｓ）、ヘマトコ
ッカス・カペンシス（Ｈａｅｍａｔｏｃｏｃｃｕｓ　ｃａｐｅｎｓｉｓ）、ヘマトコッカ
ス・ドロエバゲンシス（Ｈａｅｍａｔｏｃｏｃｃｕｓ　ｄｒｏｅｂａｋｅｎｓｉｓ）、ヘ
マトコッカス・ジンバビエンシス（Ｈａｅｍａｔｏｃｏｃｃｕｓ　ｚｉｍｂａｂｗｉｅｎ
ｓｉｓ）等が挙げられる。
【００４２】
　本発明に使用できるヘマトコッカス藻の培養方法は、特開平８－１０３２８８号公報等
に開示された様々な方法を採用することができ、特に限定されるものではなく、栄養細胞
から休眠細胞であるシスト細胞に形態変化していればよい。
【００４３】
　本発明に使用できるヘマトコッカス藻抽出物は、上記の原料を、必要に応じて、例えば
特開平５－６８５８５号公報等に開示された方法により細胞壁を破砕して、アセトン、エ
ーテル、クロロホルム及びアルコール（エタノール、メタノール等）等の有機溶剤や、超
臨界状態の二酸化炭素等の抽出溶剤を加えて抽出することによって得られる。
　また、本発明において、広く市販されているヘマトコッカス藻抽出物を用いることがで
き、例えば、武田紙器（株）製のＡＳＴＯＴＳ－Ｓ、同－２．５　Ｏ、同－５　Ｏ、同－
１０　Ｏ等、富士化学工業（株）製のアスタリールオイル５０Ｆ、同　５Ｆ等、東洋酵素
化学（株）製のＢｉｏＡｓｔｉｎ　ＳＣＥ７等が挙げられる。
【００４４】
　本発明に使用できるヘマトコッカス藻抽出物中のアスタキサチン類の色素純分としての
含有量は、エマルション組成物製造時の取り扱いの観点から、好ましくは０．００１～５
０質量％が好ましく、より好ましくは０．０１～２５質量％である。
　なお、本発明に使用できるヘマトコッカス藻抽出物は、特開平２－４９０９１号公報記
載の色素同様色素純分としてはアスタキサンチンもしくはそのエステル体を含むが、エス
テル体を、一般的には５０モル％以上、好ましくは７５モル％以上、より好ましくは９０
％モル以上含むものである。
　さらに詳細な説明は「アスタキサンチンの化学」、平成１７年、インターネット〈ＵＲ
Ｌ：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ａｓｔａｘａｎｔｈｉｎ．ｃｏ．ｊｐ／ｃｈｅｍｉｃａｌ／
ｂａｓｉｃ．ｈｔｍ〉に記載されている。
【００４５】
（油脂類）
　前記油性成分における油脂類としては、常温で、液体の油脂（脂肪油）及び固体の油脂
（脂肪）が挙げられる。
　前記液体の油脂としては、例えばオリーブ油、ツバキ油、マカデミアナッツ油、ヒマシ
油、アボガド油、月見草油、タートル油、トウモロコシ油、ミンク油、ナタネ油、卵黄油
、ゴマ油、パーシック油、小麦胚芽油、サザンカ油、アマニ油、サフラワー油、綿実油、



(9) JP 4302159 B2 2009.7.22

10

20

30

40

50

エノ油、大豆油、落花生油、茶実油、カヤ油、コメヌカ油、シナギリ油、日本キリ油、ホ
ホバ油、胚芽油、トリグリセリン、トリオクタン酸グリセリン、トリイソパルチミン酸グ
リセリン、サラダ油、サフラワー油（ベニバナ油）、パーム油、ココナッツ油、ピーナッ
ツ油、アーモンド油、ヘーゼルナッツ油、ウォルナッツ油、グレープシード油等が挙げら
れる。
　また、前記固体の油脂としては、牛脂、硬化牛脂、牛脚脂、牛骨脂、ミンク油、卵黄油
、豚脂、馬脂、羊脂、硬化油、カカオ脂、ヤシ油、硬化ヤシ油、パーム油、パーム硬化油
、モクロウ、モクロウ核油、硬化ヒマシ油等が挙げられる。
　上記の中でも、エマルション組成物の粒子径、安定性の観点から、中鎖脂肪酸トリグリ
セライドである、ココナッツ油が、好ましく用いられる。
【００４６】
　本発明において、前記油脂は市販品を用いることができる。また、本発明において、前
記油脂は１種単独で用いても混合して用いてもよい。
【００４７】
（ラジカル捕捉剤）
　本発明における油性成分として、ラジカル捕捉の機能を有する脂溶性のラジカル捕捉剤
（酸化防止剤）を含有することが好ましい。
　ラジカル捕捉剤は油性成分として１種単独で用いても、また、他の油性成分の酸化を防
止するために併用して用いることも好ましい態様である。
【００４８】
　前記ラジカル捕捉剤は、ラジカルの発生を抑えるとともに、生成したラジカルをできる
限り速やかに捕捉し、連鎖反応を断つ役割を担う添加剤である（出典：「油化学便覧　第
４版」、日本油化学会編　２００１）。
【００４９】
　前記ラジカル捕捉剤としての機能を確認する直接的な方法としては、試薬と混合して、
ラジカルを捕捉する様子を分光光度計やＥＳＲ（電子スピン共鳴装置）によって測定する
方法が知られている。これらの方法では、試薬として、ＤＰＰＨ（１，１－ジフェニル－
２－ピクリルヒドラジル）や、ガルビノキシルラジカルが使用される。
　本発明においては、以下の実験条件下で、油脂の自動酸化反応を利用して、油脂の過酸
化物価（ＰＯＶ値）を６０ｍｅｑ／ｋｇに引き上げるまでに要する時間が、ブランクに対
し２倍以上である化合物を「ラジカル捕捉剤」と定義する。油脂の過酸化物価（ＰＯＶ値
）は常法により測定する。
【００５０】
＜条件＞
　油脂：オリーブ油
　検体添加量：油脂に対し０．１質量％
　試験方法：試料を１９０℃にて加熱し、時間を追ってＰＯＶ値を常法により測定し、６
０ｍｅｑ／ｋｇとなる時間を算出した。
【００５１】
　本発明におけるラジカル捕捉剤は、エマルションの酸化に対する安定性の観点から、前
記ＰＯＶ値６０ｍｅｑ／ｋｇになるまでに要する時間がブランクに対し５倍以上であるラ
ジカル捕捉剤が好ましい。
【００５２】
　本発明のラジカル捕捉剤として使用できる化合物は、「抗酸化剤の理論と実際」（梶本
著、三書房　１９８４）や、「酸化防止剤ハンドブック」（猿渡、西野、田端著、大成社
　１９７６）に記載の各種酸化防止剤のうち、ラジカル捕捉剤として機能するものであれ
ば良く、具体的には、フェノール性ＯＨを有する化合物、フェニレンジアミン等のアミン
系化合物、また、アスコルビン酸及びエリソルビン酸の油溶化誘導体等を挙げることがで
きる。
【００５３】
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　エマルション組成物におけるラジカル捕捉剤の含有量は一般的には０．００１～２０．
０質量％であり、好ましくは０．０１～１０．０質量％、より好ましくは０．１～５．０
質量％である。
　以下に好ましいラジカル捕捉剤を例示するが、本発明はこれらに限定されるものではな
い。
【００５４】
　前記フェノール性ＯＨを有する化合物として、ポリフェノール類（例えば、カテキン）
、グアヤク脂、ノルジヒドログアヤレチック酸（ＮＤＧＡ）、没食子酸エステル類、ＢＨ
Ｔ（ブチルヒドロキシトルエン）、ＢＨＡ（ブチルヒドロキシアニソール）、ビタミンＥ
類およびビスフェノール類等が挙げられる。没食子酸エステル類として、没食子酸プロピ
ル、没食子酸ブチルおよび没食子酸オクチルが挙げられる。
【００５５】
　アミン系化合物としてフェニレンジアミン、ジフェニル－ｐ－フェニレンジアミンまた
は４－アミノ－ｐ－ジフェニルアミンが挙げられ、ジフェニル－ｐ－フェニレンジアミン
または４－アミノ－ｐ－ジフェニルアミンがより好ましい。
【００５６】
　アスコルビン酸、エリソルビン酸の油溶化誘導体としては、ステアリン酸Ｌ－アスコル
ビルエステル、テトライソパルミチン酸Ｌ－アスコルビルエステル、パルミチン酸Ｌ－ア
スコルビルエステル、パルミチン酸エリソルビルエステル、テトライソパルミチン酸エリ
ソルビルエステル、などが挙げられる。
【００５７】
　以上の中でも、安全性、及び、酸化防止の機能に優れる観点から、特にビタミンＥ類が
好ましく用いられる。
　ビタミンＥ類としては、特に限定されず、例えばトコフェロール及びその誘導体からな
る化合物群、並びにトコトリエノール及びその誘導体からなる化合物群から選ばれるもの
を挙げることができる。これらは単独で用いても、複数併用して用いてもよい。またトコ
フェノール及びその誘導体からなる化合物群とトコトリエノール及びその誘導体からなる
化合物群からそれぞれ選択されたものを組み合わせて使用してもよい。
【００５８】
　トコフェロール及びその誘導体からなる化合物群としては、ｄｌ－α－トコフェロール
、ｄｌ－β－トコフェロール、ｄｌ－γ－トコフェロール、ｄｌ－δ－トコフェロール、
酢酸ｄｌ－α－トコフェロール、ニコチン酸－ｄｌ－α－トコフェロール、リノール酸－
ｄｌ－α－トコフェロール、コハク酸ｄｌ－α－トコフェロール等が含まれる。これらの
内で、ｄｌ－α－トコフェロール、ｄｌ－β－トコフェロール、ｄｌ－γ－トコフェロー
ル、ｄｌ－δ－トコフェロール、及び、これらの混合物（ミックストコフェロール）がよ
り好ましい。また、トコフェロール誘導体としては、これらの酢酸エステルが好ましく用
いられる。
　トコトリエノール及びその誘導体からなる化合物群としては、α－トコトリエノール、
β－トコトリエノール、γ－トコトリエノール、δ－トコトリエノール等が含まれる。ま
た、トコトリエノール誘導体としては、これらの酢酸エステルが好ましく用いられる。ト
コトリエノールは麦類、米糠、パーム油等に含まれるトコフェロール類似化合物で、トコ
フェロールの側鎖部分に二重結合が３個含まれ、優れた酸化防止性能を有する。
【００５９】
　これらのビタミンＥ類は、油溶性酸化防止剤として本エマルション組成物の特に油相に
含まれていることが、効果的に油性成分の酸化防止機能を発揮することができるため好ま
しい。上記ビタミンＥ類の中でも酸化防止効果の観点から、トコトリエノール及びその誘
導体からなる化合物群から選択されたものを少なくとも１種を含有することが更に好まし
い。
【００６０】
　本発明のエマルション組成物における油性成分の含有量は、エマルション組成物の応用
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、及び、乳化粒子径・乳化安定性の観点から、好ましくは０．１～５０質量％、より好ま
しくは０．５～２５質量％、更に好ましくは０．２～１０質量％である。
　油性成分の含有量を前記０．１質量％以上とすると、有効成分が少なくなることがなく
、エマルション組成物の食品、化粧品への応用が容易となる傾向となり、５０質量％以下
であると、乳化粒子径の増大、乳化安定性の悪化が生じ難い傾向となる。
【００６１】
［界面活性剤］
　次に、本発明のエマルション組成物に使用される界面活性剤について説明する。
　本発明における界面活性剤としては、水性媒体に溶解する界面活性剤乳化剤（親水性の
界面活性剤）がエマルション組成物中の油相／水相の界面張力を大きく下げることができ
、その結果、粒子径を細かくすることができる点で好ましい。
　本発明における界面活性剤としては、乳化安定性の観点から、ＨＬＢ８以上のものが好
ましく、１０以上のものがより好ましく、１２以上のものが特に好ましい。またＨＬＢ値
の上限値は、特に限定されないが、一般的には、２０以下であり、１８以下が好ましい。
【００６２】
　ここで、ＨＬＢは、通常界面活性剤の分野で使用される親水性－疎水性のバランスで、
通常用いる計算式、例えば川上式等が使用できる。本発明においては、下記の川上式を採
用する。
【００６３】
　ＨＬＢ＝７＋１１．７ｌｏｇ（Ｍｗ／Ｍ０）
　ここで、Ｍｗは親水基の分子量、Ｍ０は疎水基の分子量である。
【００６４】
　また、カタログ等に記載されているＨＬＢの数値を使用してもよい。
　また、上記の式からも分かるように、ＨＬＢの加成性を利用して、任意のＨＬＢ値の界
面活性剤を得ることが出来る。
【００６５】
　本発明で使用することのできる界面活性剤には、カチオン性、アニオン性、両性、非イ
オン性の各界面活性剤を挙げることができ、特に制限は無いが、非イオン性界面活性剤が
好ましい。非イオン性界面活性剤の例としては、グリセリン脂肪酸エステル、有機酸モノ
グリセリド、ポリグリセリン脂肪酸エステル、プロピレングリコール脂肪酸エステル、ポ
リグリセリン縮合リシノレイン酸エステル、ソルビタン脂肪酸エステル、およびショ糖脂
肪酸エステル、ポリオキシエチレンソルビタン脂肪酸エステルなどが挙げられる。より好
ましくは、ポリグリセリン脂肪酸エステル、ソルビタン脂肪酸エステル、ショ糖脂肪酸エ
ステル、ポリオキシエチレンソルビタン脂肪酸エステルである。また、上記の界面活性剤
は蒸留などで高度に精製されたものであることは必ずしも必要ではなく、反応混合物であ
ってもよい。
【００６６】
　本発明に用いられる、ポリグリセリン脂肪酸エステルとしては、平均重合度が２以上、
好ましくは６～１５、より好ましくは８～１０のポリグリセリンと、炭素数８～１８の脂
肪酸、例えばカプリル酸、カプリン酸、ラウリン酸、ミリスチン酸、パルミチン酸、ステ
アリン酸、オレイン酸、およびリノール酸とのエステルである。ポリグリセリン脂肪酸エ
ステルの好ましい例としては、ヘキサグリセリンモノオレイン酸エステル、ヘキサグリセ
リンモノステアリン酸エステル、ヘキサグリセリンモノパルミチン酸エステル、ヘキサグ
リセリンモノミリスチン酸エステル、ヘキサグリセリンモノラウリン酸エステル、デカグ
リセリンモノオレイン酸エステル、デカグリセリンモノステアリン酸エステル、デカグリ
セリンモノパルミチン酸エステル、デカグリセリンモノミリスチン酸エステル、デカグリ
セリンモノラウリン酸エステル等が挙げられる。
　これらの中でも、より好ましくは、デカグリセリンモノオレイン酸エステル（ＨＬＢ＝
１２）、デカグリセリンモノステアリン酸エステル（ＨＬＢ＝１２）、デカグリセリンモ
ノパルミチン酸エステル（ＨＬＢ＝１３）、デカグリセリンモノミリスチン酸エステル（
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ＨＬＢ＝１４）、デカグリセリンモノラウリン酸エステル（ＨＬＢ＝１６）などである。
　これらのポリグリセリン脂肪酸エステルを、単独又は混合して用いることができる。
　市販品としては、例えば、日光ケミカルズ（株）社製、ＮＩＫＫＯＬ　ＤＧＭＳ，ＮＩ
ＫＫＯＬ　ＤＧＭＯ－ＣＶ，ＮＩＫＫＯＬ　ＤＧＭＯ－９０Ｖ，ＮＩＫＫＯＬ　ＤＧＤＯ
，ＮＩＫＫＯＬ　ＤＧＭＩＳ，ＮＩＫＫＯＬ　ＤＧＴＩＳ，ＮＩＫＫＯＬ　Ｔｅｔｒａｇ
ｌｙｎ　１－ＳＶ，ＮＩＫＫＯＬ　Ｔｅｔｒａｇｌｙｎ　１－Ｏ，ＮＩＫＫＯＬ　Ｔｅｔ
ｒａｇｌｙｎ　３－Ｓ，ＮＩＫＫＯＬ　Ｔｅｔｒａｇｌｙｎ　５－Ｓ，ＮＩＫＫＯＬ　Ｔ
ｅｔｒａｇｌｙｎ　５－Ｏ，ＮＩＫＫＯＬ　Ｈｅｘａｇｌｙｎ　１－Ｌ，ＮＩＫＫＯＬ　
Ｈｅｘａｇｌｙｎ　１－Ｍ，ＮＩＫＫＯＬ　Ｈｅｘａｇｌｙｎ　１－ＳＶ，ＮＩＫＫＯＬ
　Ｈｅｘａｇｌｙｎ　１－Ｏ，ＮＩＫＫＯＬ　Ｈｅｘａｇｌｙｎ　３－Ｓ，ＮＩＫＫＯＬ
　Ｈｅｘａｇｌｙｎ　４－Ｂ，ＮＩＫＫＯＬ　Ｈｅｘａｇｌｙｎ　５－Ｓ，ＮＩＫＫＯＬ
　Ｈｅｘａｇｌｙｎ　５－Ｏ，ＮＩＫＫＯＬ　Ｈｅｘａｇｌｙｎ　ＰＲ－１５，ＮＩＫＫ
ＯＬ　Ｄｅｃａｇｌｙｎ　１－Ｌ，ＮＩＫＫＯＬ　Ｄｅｃａｇｌｙｎ　１－Ｍ，ＮＩＫＫ
ＯＬ　Ｄｅｃａｇｌｙｎ　１－ＳＶ，ＮＩＫＫＯＬ　Ｄｅｃａｇｌｙｎ　１－５０ＳＶ，
ＮＩＫＫＯＬ　Ｄｅｃａｇｌｙｎ　１－ＩＳＶ，ＮＩＫＫＯＬ　Ｄｅｃａｇｌｙｎ　１－
Ｏ，ＮＩＫＫＯＬ　Ｄｅｃａｇｌｙｎ　１－ＯＶ，ＮＩＫＫＯＬ　Ｄｅｃａｇｌｙｎ　１
－ＬＮ，ＮＩＫＫＯＬ　Ｄｅｃａｇｌｙｎ　２－ＳＶ，ＮＩＫＫＯＬ　Ｄｅｃａｇｌｙｎ
　２－ＩＳＶ，ＮＩＫＫＯＬ　Ｄｅｃａｇｌｙｎ　３－ＳＶ，ＮＩＫＫＯＬ　Ｄｅｃａｇ
ｌｙｎ　３－ＯＶ，ＮＩＫＫＯＬ　Ｄｅｃａｇｌｙｎ　５－ＳＶ，ＮＩＫＫＯＬ　Ｄｅｃ
ａｇｌｙｎ　５－ＨＳ，ＮＩＫＫＯＬ　Ｄｅｃａｇｌｙｎ　５－ＩＳ，ＮＩＫＫＯＬ　Ｄ
ｅｃａｇｌｙｎ　５－ＯＶ，ＮＩＫＫＯＬ　Ｄｅｃａｇｌｙｎ　５－Ｏ－Ｒ，ＮＩＫＫＯ
Ｌ　Ｄｅｃａｇｌｙｎ　７－Ｓ，ＮＩＫＫＯＬ　Ｄｅｃａｇｌｙｎ　７－Ｏ，ＮＩＫＫＯ
Ｌ　Ｄｅｃａｇｌｙｎ　１０－ＳＶ，ＮＩＫＫＯＬ　Ｄｅｃａｇｌｙｎ　１０－ＩＳ，Ｎ
ＩＫＫＯＬ　Ｄｅｃａｇｌｙｎ　１０－ＯＶ，ＮＩＫＫＯＬ　Ｄｅｃａｇｌｙｎ　１０－
ＭＡＣ，ＮＩＫＫＯＬ　Ｄｅｃａｇｌｙｎ　ＰＲ－２０，三菱化学フーズ（株）社製リョ
ートーポリグリエステル、Ｌ－７Ｄ、Ｌ－１０Ｄ、Ｍ－１０Ｄ、Ｐ－８Ｄ、ＳＷＡ－１０
Ｄ、ＳＷＡ－１５Ｄ、ＳＷＡ－２０Ｄ、Ｓ－２４Ｄ、Ｓ－２８Ｄ、Ｏ－１５Ｄ、Ｏ－５０
Ｄ、Ｂ－７０Ｄ、Ｂ－１００Ｄ、ＥＲ－６０Ｄ、ＬＯＰ－１２０ＤＰ、ＤＳ１３Ｗ、ＤＳ
３、ＨＳ１１、ＨＳ９、ＴＳ４、ＴＳ２、ＤＬ１５、ＤＯ１３、太陽化学（株）社製サン
ソフトＱ－１７ＵＬ、サンソフトＱ－１４Ｓ、サンソフトＡ－１４１Ｃ、理研ビタミン（
株）社製ポエムＤＯ－１００、ポエムＪ－００２１などが挙げられる。
　上記の中でも、好ましくは、ＮＩＫＫＯＬ　Ｄｅｃａｇｌｙｎ　１－Ｌ，ＮＩＫＫＯＬ
　Ｄｅｃａｇｌｙｎ　１－Ｍ，ＮＩＫＫＯＬ　Ｄｅｃａｇｌｙｎ　１－ＳＶ，ＮＩＫＫＯ
Ｌ　Ｄｅｃａｇｌｙｎ　１－５０ＳＶ，ＮＩＫＫＯＬ　Ｄｅｃａｇｌｙｎ　１－ＩＳＶ，
ＮＩＫＫＯＬ　Ｄｅｃａｇｌｙｎ　１－Ｏ，ＮＩＫＫＯＬ　Ｄｅｃａｇｌｙｎ　１－ＯＶ
，ＮＩＫＫＯＬ　Ｄｅｃａｇｌｙｎ　１－ＬＮ，リョートーポリグリエステル　Ｌ－７Ｄ
、Ｌ－１０Ｄ、Ｍ－１０Ｄ、Ｐ－８Ｄ、ＳＷＡ－１０Ｄ、ＳＷＡ－１５Ｄ、ＳＷＡ－２０
Ｄ、Ｓ－２４Ｄ、Ｓ－２８Ｄ、Ｏ－１５Ｄ、Ｏ－５０Ｄ、Ｂ－７０Ｄ、Ｂ－１００Ｄ、Ｅ
Ｒ－６０Ｄ、ＬＯＰ－１２０ＤＰである。
【００６７】
　本発明に用いられる、ソルビタン脂肪酸エステルは、脂肪酸の炭素数が８以上のものが
好ましく、１２以上のものがより好ましい。ソルビタン脂肪酸エステルの好ましい例とし
ては、モノカプリル酸ソルビタン、モノラウリン酸ソルビタン、モノステアリン酸ソルビ
タン、セキステアリン酸ソルビタン、トリステアリン酸ソルビタン、イソステアリン酸ソ
ルビタン、セスキイソステアリン酸ソルビタン、オレイン酸ソルビタン、セスキオレイン
酸ソルビタン、トリオレイン酸ソルビタン等が挙げられる。
　これらのソルビタン脂肪酸エステルを、単独又は混合して用いることができる。
　市販品としては、例えば、日光ケミカルズ（株）社製、ＮＩＫＫＯＬ　ＳＬ－１０，Ｓ
Ｐ－１０Ｖ，ＳＳ－１０Ｖ，ＳＳ－１０ＭＶ，ＳＳ－１５Ｖ，ＳＳ－３０Ｖ，ＳＩ－１０
ＲＶ，ＳＩ－１５ＲＶ，ＳＯ－１０Ｖ，ＳＯ－１５ＭＶ，ＳＯ－１５Ｖ，ＳＯ－３０Ｖ，
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ＳＯ－１０Ｒ，ＳＯ－１５Ｒ，ＳＯ－３０Ｒ，ＳＯ－１５ＥＸ，第一工業製薬（株）社製
の、ソルゲン３０Ｖ、４０Ｖ、５０Ｖ、９０、１１０、花王（株）社製の、レオドールＡ
Ｓ－１０Ｖ、ＡＯ－１０Ｖ、ＡＯ－１５Ｖ、ＳＰ－Ｌ１０、ＳＰ－Ｐ１０、ＳＰ－Ｓ１０
Ｖ、ＳＰ－Ｓ３０Ｖ、ＳＰ－Ｏ１０Ｖ、ＳＰ－Ｏ３０Ｖなどが挙げられる。
【００６８】
　本発明に用いられる、ショ糖脂肪酸エステルは、脂肪酸の炭素数が１２以上のものが好
ましく、１２～２０のものがより好ましい。
　ショ糖脂肪酸エステルの好ましい例としては、ショ糖ジオレイン酸エステル、ショ糖ジ
ステアリン酸エステル、ショ糖ジパルミチン酸エステル、ショ糖ジミリスチン酸エステル
、ショ糖ジラウリン酸エステル、ショ糖モノオレイン酸エステル、ショ糖モノステアリン
酸エステル、ショ糖モノパルミチン酸エステル、ショ糖モノミリスチン酸エステル、ショ
糖モノラウリン酸エステル等が挙げられ、これらの中でも、ショ糖モノオレイン酸エステ
ル、ショ糖モノステアリン酸エステル、ショ糖モノパルミチン酸エステル、ショ糖モノミ
リスチン酸エステル、ショ糖モノラウリン酸エステルがより好ましい。
　本発明においては、これらのショ糖脂肪酸エステルを、単独又は混合して用いることが
できる。
　市販品としては、例えば、三菱化学フーズ（株）社製リョートーシュガーエステル　Ｓ
－０７０、Ｓ－１７０、Ｓ－２７０、Ｓ－３７０、Ｓ－３７０Ｆ、Ｓ－５７０、Ｓ－７７
０、Ｓ－９７０、Ｓ－１１７０、Ｓ－１１７０Ｆ、Ｓ－１５７０、Ｓ－１６７０、Ｐ－０
７０、Ｐ－１７０、Ｐ－１５７０、Ｐ－１６７０、Ｍ－１６９５、Ｏ－１７０、Ｏ－１５
７０、ＯＷＡ－１５７０、Ｌ－１９５、Ｌ－５９５、Ｌ－１６９５、ＬＷＡ－１５７０、
Ｂ－３７０、Ｂ－３７０Ｆ、ＥＲ－１９０、ＥＲ－２９０、ＰＯＳ－１３５、第一工業製
薬（株）社製の、ＤＫエステルＳＳ、Ｆ１６０、Ｆ１４０、Ｆ１１０、Ｆ９０、Ｆ７０、
Ｆ５０、Ｆ－Ａ５０、Ｆ－２０Ｗ、Ｆ－１０、Ｆ－Ａ１０Ｅ、コスメライクＢ－３０、Ｓ
－１０、Ｓ－５０、Ｓ－７０、Ｓ－１１０、Ｓ－１６０、Ｓ－１９０、ＳＡ－１０、ＳＡ
－５０、Ｐ－１０、Ｐ－１６０、Ｍ－１６０、Ｌ－１０、Ｌ－５０、Ｌ－１６０、Ｌ－１
５０Ａ、Ｌ－１６０Ａ、Ｒ－１０、Ｒ－２０、Ｏ－１０、Ｏ－１５０等が挙げられる。
　上記の中で、好ましくは、リュートーシュガーエステルS－１１７０、Ｓ－１１７０Ｆ
、Ｓ－１５７０、Ｓ－１６７０、Ｐ－１５７０、Ｐ－１６７０、Ｍ－１６９５、Ｏ－１５
７０、Ｌ－１６９５、ＤＫエステルＳＳ、Ｆ１６０、Ｆ１４０、Ｆ１１０、コスメライク
Ｓ－１１０、Ｓ－１６０、Ｓ－１９０、Ｐ－１６０、Ｍ－１６０、Ｌ－１６０、Ｌ－１５
０Ａ、Ｌ－１６０Ａ、Ｏ－１５０である。
【００６９】
　本発明に用いられるポリオキシエチレンソルビタン脂肪酸エステルは、脂肪酸の炭素数
が８以上のものが好ましく、１２以上のものがより好ましい。またポリオキシエチレンの
エチレンオキサイドの長さ（付加モル数）としては、２～１００が好ましく、４～５０が
より好ましい。
　ポリオキシエチレンソルビタン脂肪酸エステルの好ましい例としては、ポリオキシエチ
レンモノカプリル酸ソルビタン、ポリオキシエチレンモノラウリン酸ソルビタン、ポリオ
キシエチレンモノステアリン酸ソルビタン、ポリオキシエチレンセキステアリン酸ソルビ
タン、ポリオキシエチレントリステアリン酸ソルビタン、ポリオキシエチレンイソステア
リン酸ソルビタン、ポリオキシエチレンセスキイソステアリン酸ソルビタン、ポリオキシ
エチレンオレイン酸ソルビタン、ポリオキシエチレンセスキオレイン酸ソルビタン、ポリ
オキシエチレントリオレイン酸ソルビタン等が挙げられる。
　これらのポリオキシエチレンソルビタン脂肪酸エステルを、単独又は混合して用いるこ
とができる。
　市販品としては、例えば、日光ケミカルズ（株）社製、ＮＩＫＫＯＬ　ＴＬ－１０、Ｎ
ＩＫＫＯＬ　ＴＰ－１０Ｖ、ＮＩＫＫＯＬ　ＴＳ－１０Ｖ、ＮＩＫＫＯＬ　ＴＳ－１０Ｍ
Ｖ、ＮＩＫＫＯＬ　ＴＳ－１０６Ｖ、ＮＩＫＫＯＬ　ＴＳ－３０Ｖ、ＮＩＫＫＯＬ　ＴＩ
－１０Ｖ、ＮＩＫＫＯＬ　ＴＯ－１０Ｖ、ＮＩＫＫＯＬ　ＴＯ－１０ＭＶ、ＮＩＫＫＯＬ
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　ＴＯ－１０６Ｖ、ＮＩＫＫＯＬ　ＴＯ－３０Ｖ、花王（株）社製の、レオドールＴＷ－
Ｌ１０６、ＴＷ－Ｌ１２０、ＴＷ－Ｐ１２０、ＴＷ－Ｓ１０６Ｖ、ＴＷ－Ｓ１２０Ｖ、Ｔ
Ｗ－Ｓ３２０Ｖ、ＴＷ－Ｏ１０６Ｖ、ＴＷ－Ｏ１２０Ｖ、ＴＷ－Ｏ３２０Ｖ、ＴＷ－ＩＳ
３９９Ｃ、レオドールスーパーＳＰ－Ｌ１０、ＴＷ－Ｌ１２０、第一工業製薬（株）社製
の、ソルゲンＴＷ－２０、ＴＷ－６０Ｖ、ＴＷ－８０Ｖ等が挙げられる。
【００７０】
　本発明のエマルション組成物における前記界面活性剤の量は、油性成分量に対して０．
５倍量を超え、且つ、リン脂質量に対して５倍量を超える量が必要である。前記界面活性
剤量が、油性成分量に対して０．５倍量以上とすることにより微細な粒子径の乳化物を得
ることができ、またリン脂質量に対して５倍以上とすることにより乳化安定性を損なうこ
とがない。このような界面活性剤の量は、特に、アスコルビン酸、クエン酸、又はそれら
の塩等が本組成物中に同時に存在する場合に、乳化安定性を顕著に良好なものとすること
ができる。
　前記油性成分量に対して前記界面活性剤量は、微細な粒子径を得るために、０．５倍量
を超えることが必要であるが、２倍量以下が好ましく、１．５倍量以下がより好ましく、
１倍量以下が特に好ましい。前記界面活性剤量が２倍量以下とすることにより、泡立ちが
ひどくなる等の問題がなくなる傾向となる点で好ましい。
　また、リン脂質量に対して界面活性剤量は、乳化安定性を良好とするために、５倍量を
超えることが必要であるが、５０倍量以下が好ましく、３０倍量以下がより好ましく、１
５倍量以下が特に好ましい。前記界面活性剤量が５０倍量以下とすることにより、粒子径
の微細化、乳化安定性に適切な量とすることができ、また、組成物の泡立ち等の問題発生
の防止を抑制する傾向となり好ましい。
【００７１】
　前記界面活性剤の添加量は、エマルション組成物に対して、０．５～３０質量％が好ま
しく、１～２０質量％がより好ましく、２～１５質量％が更に好ましい。
　前記界面活性剤量を０．５質量％以上とすることにより、油相／水相間の界面張力を下
げ易く、また、３０質量％以下とすることにより、過剰量とすることがなくエマルション
組成物の泡立ちがひどくなる等の問題を生じ難い点で好ましい。
【００７２】
［多価アルコール］
　本発明のエマルション組成物は、粒子径、安定性、及び防腐性の観点から多価アルコー
ルを含有することが好ましい。
　多価アルコールは、保湿機能や粘度調整機能等を有している。また、多価アルコールは
、水と油脂成分との界面張力を低下させ、界面を広がりやすくし、微細で、かつ、安定な
微粒子を形成しやすくする機能も有している。
　以上より、エマルション組成物が多価アルコールを含有することは、エマルション粒子
径をより微細化でき、かつ該粒子径が微細な粒子径の状態のまま長期に亘り安定して保持
できるとの観点から好ましい。
　また、多価アルコールの添加により、エマルション組成物の水分活性を下げることがで
き、微生物の繁殖を抑えることができる。
【００７３】
　本発明に使用できる前記多価アルコールとしては、二価以上のアルコールであれば特に
限定されず用いることができる。
　前記多価アルコールとしては、例えば、グリセリン、ジグリセリン、トリグリセリン、
ポリグリセリン、３－メチル－１，３－ブタンジオール、１，３－ブチレングリコール、
イソプレングリコール、ポリエチレングリコール、１，２－ペンタンジオール、１，２－
ヘキサンジオール、プロピレングリコール、ジプロピレングリコール、ポリプロピレング
リコール、エチレングリコール、ジエチレングリコール、ペンタエリスリトール、ネオペ
ンチルグリコール、マルチトール、還元水あめ、果糖、ブドウ糖、蔗糖、ラクチトール、
パラチニット、エリスリトール、ソルビトール、マンニトール、キシリトール、キシロー
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ス、グルコース、ラクトース、マンノース、マルトース、ガラクトース、フルクトース、
イノシトール、ペンタエリスリトール、マルトトリオース、ソルビトール、ソルビタン、
トレハロース、澱粉分解糖、澱粉分解糖還元アルコール等が挙げられ、これらを、単独又
は複数種の混合物の形態で用いることが出来る。
【００７４】
　また、多価アルコールとしては、その１分子中における水酸基の数が、３個以上である
ものを用いるのが好ましい。これにより、水系溶媒と油脂成分との界面張力をより効果的
に低下させることができ、より微細で、かつ、安定な微粒子を形成させることができる。
その結果、食品用途の場合は腸管吸収性を、化粧品用途の場合は経皮吸収性をより高いも
のとすることができる。
【００７５】
　上述したような条件を満足する多価アルコールの中でも、特に、グリセリンを用いた場
合、エマルションの粒子径がより小さくなり、かつ該粒子径が小さいまま長期に亘り安定
して保持されるため、好ましい。
【００７６】
　前記多価アルコールの含有量は、前述の粒子径、安定性、防腐性に加えて、エマルショ
ン組成物の粘度の観点から、エマルション組成物に対して１０～６０質量％が好ましく、
より好ましくは２０～５５質量％、さらに好ましくは３０～５０質量％である。
　多価アルコールの含有量が１０質量％以上であると、油脂成分の種類や含有量等によっ
ても、十分な保存安定性が得られ易い点で好ましい。一方、多価アルコールの含有量が６
０質量％以下であると、最大限の効果が得られ、エマルション組成物の粘度が高くなるの
を抑え易い点で好ましい。
【００７７】
　本発明のエマルション組成物は、必要に応じて、その他の添加物を添加することができ
る。
【００７８】
　本発明のエマルション組成物の粒子径は、特に限定されないが、２００ｎｍ以下である
ことが好ましく、より好ましくは１５０ｎｍ以下、最も好ましくは９０ｎｍ以下である。
　エマルション組成物の粒子径が２００ｎｍ以下とすることにより、その乳化物を用いて
製造した食品、化粧品等の透明性が悪化し難いし、又、体内、経皮吸収性が低下し難い点
で好ましい。
【００７９】
　本発明のエマルション組成物の粒子径は、市販の粒度分布計等で計測することができる
。エマルションの粒度分布測定法としては、光学顕微鏡法、共焦点レーザー顕微鏡法、電
子顕微鏡法、原子間力顕微鏡法、静的光散乱法、レーザー回折法、動的光散乱法、遠心沈
降法、電気パルス計測法、クロマトグラフィー法、超音波減衰法等が知られており、それ
ぞれの原理に対応した装置が市販されている。
　本発明における粒径範囲および測定の容易さから、本発明のエマルション粒径測定では
動的光散乱法が好ましい。動的光散乱を用いた市販の測定装置としては、ナノトラックＵ
ＰＡ（日機装（株））、動的光散乱式粒径分布測定装置ＬＢ－５５０（（株）堀場製作所
）、濃厚系粒径アナライザーＦＰＡＲ－１０００（大塚電子（株））等が挙げられる。
　本発明における粒子径は、前記動的光散乱式粒径分布測定装置ＬＢ－５５０（（株）堀
場製作所）を用いて測定した値とし、具体的には、以下のよう計測した値を採用する。
　前記粒子径の測定方法は、油性成分の濃度が１質量％になるように純水で希釈を行い、
石英セルを用いて測定を行う。粒子径は、試料屈折率として１．６００、分散媒屈折率と
して１．３３３（純水）、分散媒の粘度として純水の粘度を設定した時のメジアン径とし
て求めることができる。
【００８０】
　前記エマルション組成物の粒子径は、前述したエマルション組成物の成分以外に、後述
するエマルション組成物の製造方法における攪拌条件（せん断力・温度・圧力）や、油相
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と水相比率、などの要因によって微細化することが出来る。
【００８１】
＜エマルション組成物の製造方法＞
　本発明のエマルション組成物の製造方法は、特に限定されないが、たとえば、ａ）水性
媒体（水等）に、界面活性剤を溶解させて、水相を得、ｂ）前記油性成分（カロチノイド
等）及びリン脂質（レシチン等）を混合・溶解して、油相を得、ｃ）攪拌下で水相と油相
を混合して、乳化分散を行い、エマルション組成物を得る、ステップからなる製造方法が
好ましい。
　前記製造方法における油相、水相に含有される成分は、前述の本発明のエマルション組
成物の構成成分と同様であり、好ましい例及び好ましい量も同様であり、好ましい組合せ
がより好ましい。
【００８２】
　前記乳化分散における油相と水相との比率（質量）は、特に限定されるものではないが
、油相／水相比率（質量％）として０．１／９９．９～５０／５０が好ましく、０．５／
９９．５～３０／７０がより好ましく、１／９９～２０／８０が更に好ましい。
　油相／水相比率を０．１／９９．９以上とすることにより、有効成分が低くならないた
めエマルション組成物の実用上の問題が生じない傾向となり好ましい。また、油相／水相
比率を５０／５０以下とすることにより、界面活性剤濃度が薄くなることがなく、エマル
ション組成物の乳化安定性が悪化しない傾向となり好ましい。
【００８３】
　前記乳化分散は、１ステップの乳化操作を行うことでもよいが、２ステップ以上の乳化
操作を行うことが均一で微細な乳化粒子を得る点から好ましい。
　具体的には、剪断作用を利用する通常の乳化装置（例えば、スターラーやインペラー攪
拌、ホモミキサー、連続流通式剪断装置等）を用いて乳化するという１ステップの乳化操
作に加えて、高圧ホモジナイザー、超音波分散機等を通して乳化する等の方法で２種以上
の乳化装置を併用するのが特に好ましい。高圧ホモジナイザーを使用することで、乳化物
を更に均一な微粒子の液滴に揃えることが出来る。また、更に均一な粒子径の液滴とする
目的で複数回行っても良い。
【００８４】
　本発明のエマルション組成物は、食品、または、化粧品などに広く使用することができ
る。ここで、食品としては、飲料、冷菓など、化粧品としてはスキン化粧料（化粧水、美
容液、乳液、クリームなど）、口紅、日焼け止め化粧料、メークアップ化粧料などを挙げ
ることができるが、これらに制限されるものではない。
　また、前記本発明の食品又は化粧品には、前記本発明のエマルション組成物を含有する
が、必要に応じて、食品又は化粧品に添加可能な成分を適宜添加することができる。
【００８５】
　食品、化粧品などに対して用いられる本発明のエマルション組成物の添加量は、製品の
種類や目的などによって異なり一概には規定できないが、製品に対して、０．０１～１０
質量％、好ましくは、０．０５～５質量％の範囲で用いることができる。
　添加量が少なすぎる場合は目的の効果を出すことが出来ない場合があり、多すぎる場合
は、過剰に添加されたエマルション組成物は効果の発揮に寄与することが出来ない場合が
ある。
　本発明のエマルション組成物を、特に飲料（食品の場合）や化粧水、美容液、乳液、ク
リームパック・マスク、パック、洗髪用化粧品、フレグランス化粧品、液体ボディ洗浄料
、ＵＶケア化粧品、防臭化粧品、オーラルケア化粧品等（化粧品の場合）などの水性製品
に使用した場合には、透明感のある製品が得られ、且つ、長期保存または滅菌処理などの
苛酷条件下での不溶物の析出、沈殿またはネックリングなどの不都合な現象の発生を抑制
することができる。
【００８６】
　本発明の食品又は化粧品は、例えば、前記本発明のエマルション組成物及び必要に応じ
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【実施例】
【００８７】
　以下、本発明を実施例によって説明するが、本発明はこれに限定されるものではない。
【００８８】
（実施例１）
　下記の成分を、７０℃で加熱しながら１時間溶解して、水相組成物を得た。
・ショ糖ステアリン酸エステル（ＨＬＢ＝１６）　　　　　　　　　　　　３３．０ｇ
・モノオレイン酸デカグリセリル（ＨＬＢ＝１２）　　　　　　　　　　　６７．０ｇ
・グリセリン　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　４５０．０ｇ
・純水　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　３００．０ｇ
【００８９】
　また、下記成分を、７０℃で加熱しながら１時間溶解して、油相組成物を得た。
・ヘマトコッカス藻抽出物（アスタキサンチン類含有率２０質量％）　　　３７．５ｇ
・ミックストコフェロール　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　９．５ｇ
・ココナッツ油　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　９３．０ｇ
・レシチン（大豆由来）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１０．０ｇ
【００９０】
　上記水相組成物を７０℃に保ったままホモジナイザー（機種名ＨＰ９３、(株)エスエム
テー社製）で攪拌し（１００００ｒｐｍ）、前記水相組成物へ上記油相組成物を添加して
乳化物を得た。
　続いて、得られた予備乳化物を約４０℃まで冷却し、アルティマイザーＨＪＰ－２５０
０５（（株）スギノマシン社製）を用いて、２００ＭＰａの圧力で高圧乳化を行った。
　その後、平均孔径１μｍのミクロフィルターでろ過して、アスタキサンチン類含有エマ
ルション組成物ＥＭ－０１を調製した。
　組成を下記表１に従った以外は全て同様にして、アスタキサンチン類含有エマルション
組成物ＥＭ－０２～１０を得た。
　なお、アスタキサンチン類含有エマルション組成物ＥＭ－０２～ＥＭ－０５は、本発明
の参考例である。
【００９１】
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【表１】

【００９２】
　表中、ショ糖ステアリン酸エステルは三菱化学フーズ株式会社製リョートーシュガーエ
ステルＳ－１６７０（ＨＬＢ＝１６）、Ｓ－７７０（ＨＬＢ＝７）、ショ糖ラウリン酸エ
ステルは三菱化学フーズ株式会社製リョートーシュガーエステルＬ－１６９５（ＨＬＢ＝
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１６）、モノオレイン酸デカグリセリルは日光ケミカルズ株式会社製ＮＩＫＫＯＬ　Ｄｅ
ｃａｇｌｙｎ　１－Ｏ（ＨＬＢ＝１２）、モノオレイン酸ヘキサグリセリルは日光ケミカ
ルズ株式会社製ＮＩＫＫＯＬ　Ｈｅｘａｇｌｙｎ　１－ＯＶ（ＨＬＢ＝９）、モノラウリ
ン酸デカグリセリルは日光ケミカルズ株式会社製ＮＩＫＫＯＬ　Ｄｅｃａｇｌｙｎ　１－
Ｌ（ＨＬＢ＝１５．５）を使用した。ヘマトコッカス抽出物は、武田紙器株式会社製ＡＳ
ＴＯＴＳ－Ｓを使用した。ミックストコフェロールは、理研ビタミン株式会社製の理研Ｅ
オイル８００を使用した。ココナッツ油は、花王株式会社のココナードＭＴを使用した。
レシチン（大豆由来）は理研ビタミン株式会社製のレシオンＰ、リゾレシチンは理研ビタ
ミン株式会社製のレシマールＥＬを使用した。また、スフィンゴミエリンは日本油脂株式
会社製のコトソームＮＭ－７０を使用した。
【００９３】
（粒子径測定）
　上記で得られたアスタキサンチン類含有エマルション組成物（ＥＭ－０１～１０）１．
０ｇを９９．０ｇの純水に添加して、マグネッチックスターラーを用いて、１０分間攪拌
を行った。得られたエマルション組成物の水希釈液の粒子径を、動的光散乱粒径分散測定
装置ＬＢ－５５０（株式会社堀場製作所社製）を使用して測定した。結果は、下記表２に
示す。
　具体的な測定法は、前述の通りである。
【００９４】
（乳化安定性）
　乳化安定性として、アスコルビン酸Ｎａ添加時、無添加時の粒子径の増大を調べた。
　上記、エマルション組成物の水希釈液９０ｇにアスコルビン酸Ｎａ（粉末）を１０ｇ添
加し、スターラーを用いて、１０分間攪拌を行った。得られた水溶液の粒子径を、上記と
同様にＬＢ－５５０を使用して測定した。
　同様にして、アスコルビン酸Ｎａの代わりに、クエン酸三Ｎａ（結晶）を添加して粒子
径測定を行った。
　また同様にして、アスコルビン酸Ｎａ（粉末）を１０ｇの代わりに、カテキン１ｇを添
加して粒子径測定を行った。カテキンは、株式会社ファーマフーズ社製のＰＦ－ＴＰ８０
を使用した。結果は、下記表２に示す。
【００９５】
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【表２】

【００９６】
　上記表２から明らかな通り、本発明のエマルション組成物は、その粒子径が微細であり
、且つ、アスコルビン酸Ｎａ等の有機酸（塩）、カテキン等のポリフェノール類を添加し
た場合でも、非常に優れた乳化安定性を示すことが分かった。
【００９７】
（実施例２）
　下記の成分を、７０℃で加熱しながら１時間溶解して、水相組成物を得た。
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・ショ糖ステアリン酸エステル（ＨＬＢ＝１６）　　　　　　　　　　　　３３．０ｇ
・モノオレイン酸デカグリセリル（ＨＬＢ＝１２）　　　　　　　　　　　６７．０ｇ
・グリセリン　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　４５０．０ｇ
・純水　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　３００．０ｇ
【００９８】
　また、下記成分を、７０℃で加熱しながら１時間溶解して、油相組成物を得た。
・ヘマトコッカス藻抽出物（アスタキサンチン類含有率２０質量％）　　　３７．５ｇ
・トコトリエノール含有オイル（トコトリエノール含有率５０質量％）　　　　　　　９
．５ｇ
・ココナッツ油　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　９３．０ｇ
・レシチン（大豆由来）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１０．０ｇ
【００９９】
　上記水相組成物を７０℃に保ったままホモジナイザー（機種名ＨＰ９３、(株)エスエム
テー社製）で攪拌し（１００００ｒｐｍ）、前記水相組成物へ上記油相組成物を添加して
乳化物を得た。
　続いて、得られた予備乳化物を約４０℃まで冷却し、アルティマイザーＨＪＰ－２５０
０５（（株）スギノマシン社製）を用いて、２００ＭＰａの圧力で高圧乳化を行った。
　その後、平均孔径１μｍのミクロフィルターでろ過して、アスタキサンチン類含有エマ
ルション組成物ＥＭ－２１を調製した。
【０１００】
　組成を下記表３に従った以外は全て同様にして、アスタキサンチン類含有エマルション
組成物ＥＭ－２２～２４を得た。なお、ＥＭ－２３は、実施例１におけるＥＭ－０１に相
当する。
【０１０１】
　表中、ショ糖ステアリン酸エステルは三菱化学フーズ株式会社製リョートーシュガーエ
ステルＳ－１６７０（ＨＬＢ＝１６）、モノオレイン酸デカグリセリルは日光ケミカルズ
株式会社製ＮＩＫＫＯＬ　Ｄｅｃａｇｌｙｎ　1-Ｏを使用した。ヘマトコッカス抽出物は
、武田紙器株式会社製ＡＳＴＯＴＳ－Ｓを使用した。トコトリエノール含有オイルはカロ
テック社製トコミン５０％を使用した。ミックストコフェロールは、理研ビタミン株式会
社製の理研Ｅオイル８００を使用した。ココナッツ油は、花王株式会社のココナードＭＴ
を使用した。レシチン（大豆由来）は理研ビタミン株式会社製のレシオンＰを使用した。
【０１０２】
【表３】

【０１０３】
（希釈）
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　得られたアスタキサンチン類含有エマルション組成物（ＥＭ－２１～２４）１．０ｇを
９９．０ｇの純水に添加して、マグネッチクスターラーで５分間攪拌を行った。得られた
エマルション組成物の水希釈液の評価を下記のように行った。結果は、下記表４に示して
ある。
　なお、粒子径測定及び保存安定性については実施例１と同様に行った。
（アスタキサンチン類分解安定性評価）
　エマルション組成物の水希釈液の吸光度測定を、ＮａｎｏＤｒｏｐ　Ｔｅｃｈｎｏｌｏ
ｇｉｅｓ，Ｉｎｃ．社製のＮＤ－１０００Ｓｐｅｃｔｒｏｐｈｏｔｏｍｅｔｅｒを用いて
行った（Ｃｉ）。エマルション組成物の水希釈液を蓋付きガラス瓶に入れて、５０℃に保
たれた恒温槽中に保管した。保管日数は、１、３、５、７、１０、１４日とした。それぞ
れの日数保管後、吸光度測定を行い、保管後の吸光度（Ｃｆ）を求め、アスタキサンチン
残存率［％］＝Ｃｆ／Ｃｉ×１００を求めた。
　横軸に保管日数を、縦軸にアスタキサンチン残存率をとり、グラフを作成し、このグラ
フからアスタキサンチン残存率が８０％になる保管日数を読み取り、アスタキサンチン８
０％残存日数として評価した。
【０１０４】
【表４】

【０１０５】
　本発明に係るエマルション組成物ＥＭ－２１、ＥＭ－２２、ＥＭ－２３及びＥＭ－２４
について、純水希釈後の油滴粒子径及び有機酸添加後の粒子径測定を実施例１と同様に行
った。結果を表４に示す。
　本発明に係るエマルション組成物ＥＭ－２１～ＥＭ－２４はいずれも、実施例１のＥＭ
-０１と同様に、アスコルビン酸Ｎａ等の有機酸（塩）、カテキン等のポリフェノール類
を添加した場合でも、凝集等の見られない、良好な乳化安定性を示した。
　また表４から明らかなように、本発明によるアスタキサンチン類含有エマルジョン組成
物ＥＭ－２１～ＥＭ－２４のうち、油溶性酸化防止剤（油溶性ラジカル捕捉剤）を添加し
たＥＭ－２１～ＥＭ－２３は、ラジカル捕捉剤を含有しないＥＭ－２４と比較して高い分
解安定性を示し、中でもトコトリエノールを含有するＥＭ－２１は、特に良好な保存安定
性を示した。このように、油溶性酸化防止剤としてトコトリエノールを選択することによ
り、より少量で効果的な保存安定が得られることから、油溶性酸化剤の添加量を減らして
、機能性のある油性成分の量を増加したいときに特に有用であることがわかった。
【０１０６】
（実施例３）：飲料
　次に、実施例１で得られたエマルション組成物を使用して、下記の組成及び製法で飲料
を調製した。
＜組成＞
（１）実施例１のエマルション組成物（ＥＭ－０１）　　　　　　　　　　　　２０ｇ
（２）果糖ブドウ糖液糖　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１２０ｇ
（３）ビタミンＣ（Ｌ－アスコルビン酸）　　　　　　　　　　　　　　　　　１０ｇ
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（４）クエン酸　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１０ｇ
（５）オレンジ香料　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　３ｇ
（６）水　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　８３７ｇ
　　　合　計　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１０００ｇ
【０１０７】
　上記（２）～（６）の成分を混合・溶解した後、（１）の成分を加えてさらに混合を行
い、飲料液を調製した。これを瓶に充填して８５℃で１０分間加熱殺菌した。これを室温
まで冷却し飲料を得た。
　得られた飲料は、透明性に優れ、静置しても濁りやネックリング等の発生は認められな
かった。
【０１０８】
（実施例４）：化粧水
　次に、実施例１で得られたエマルション組成物を使用して、下記の組成及び製法で化粧
水を調製した。
＜組成＞
（１）１，３－ブタンジオール　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　６０ｇ
（２）グリセリン　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　４０ｇ
（３）オレイルアルコール　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１ｇ
（４）ポリオキシエチレン（２０）ソルビタンモノラウリン酸エステル　　　　　５ｇ
（５）ポリオキシエチレン（１５）ラウリルアルコールエーテル　　　　　　　　５ｇ
（６）エタノール　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１００ｇ
（７）メチルパラベン　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　２ｇ
（８）Ｌ－アスコルビン酸Ｎａ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１０ｇ
（９）実施例１のエマルション組成物（ＥＭ－０１）　　　　　　　　　　　　　１ｇ
（１０）精製水　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　７７６ｇ
　　　　合計　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１０００ｇ
【０１０９】
（１）を（１０）に添加・溶解させて水相を得た。次に、（６）に、（２）～（５）、（
７）、（８）を溶解し、上記水相と攪拌混合した。更に、（９）を加えて攪拌混合を行い
、化粧水を得た。
　得られた化粧水は、透明性に優れ、５０℃で３ヶ月間静置保管しても濁りの発生は認め
られなかった。
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